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「芦屋市人材育成基本方針」（平成３０年３月改訂）において，求める職員像である「芦

屋のため，市民のために自ら考え行動する職員」を育成するため，（１）職員の自己啓発・

自己研鑽（２）人を育てる職場づくり （３）人事諸制度の３つの区分に整理し，それぞ

れの区分に対して，主に以下のような具体的な取組事項を掲げ今後の進行計画を示してい

ます。平成３０年度研修計画では，これらの取組事項を推進するための計画を策定してい

ます。 

（（（１１１）））職職職員員員ののの自自自己己己啓啓啓発発発・・・自自自己己己研研研鑽鑽鑽

ライフステージに配慮したキャリア形成支援 

キャリアデザイン研修の実施，ロールモデルとの交流の機会の創出 

Off-JTの推進・多様な人材の育成 

民間企業への派遣，海外・国・大学院・外部研修所への継続的な派遣，大学院社会人

向けコースへの推薦，震災の教訓を継承する研修の実施，研修情報を発表する場の提供

（（（２２２）））人人人ををを育育育てててるるる職職職場場場づづづくくくりりり

人材育成推進員の活用 

研修計画策定委員会による研修計画の策定，研修受講の奨励，職場内研修の実施 

メンターによる指導体制の構築 

育児・介護を担う職員や若手職員の相談役となるメンターの選出，メンターとメンテ

ィーとのマッチングによる助言と対話による支援の実施 

多様な働き方を実現する職場環境の整備 

「仕事と子育て両立支援プラン」の推進，時間外勤務時間の削減や長時間労働の改善

のための取組を評価する仕組みの検討

（（（３３３）））人人人事事事諸諸諸制制制度度度

人事諸制度の充実 

研修カリキュラムの継続的な見直し，研修受講履歴・資格取得状況の管理・活用，人

事評価制度の効果的な運用，再任用職員の活躍の推進

１ 芦屋市人材育成実施計画（平成３０年度～平成３３年度）概要
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研修を効果的に実施することを目的として，人材育成推進員による「芦屋市職員研修計画策

定委員会」を開催し，委員の方々からの意見と研修受講者の要望等を取り入れて，令和3年度

研修計画を作成しました。 

●「法務研修」を体系化し，採用1年目職員から新任係長まで切れ目なく段階を積み上げなが

ら法務研修を受講できるようにすることで，市職員の法務能力の向上を図ります。 

●若手職員の活躍を支援するため，新任職員指導担当者を継続配置するとともに，所属以外の

先輩職員が相談役，助言役として，業務とは異なる角度から支え，共に考え，協働できる環境

を作るため，メンター制度を継続実施します。 

●誰もが生き生きと働ける働きがいのある職場を実現するため，全職員に「ハラスメント対策

研修」受講を徹底するとともに，全職員対象の「コンプライアンス研修」を新設します。また，

課長級職員を対象に「労務管理研修」を継続実施します。 

●市内在住・在勤講師の活用により，受講意識や市民目線への配慮を高めるとともに，市民か

らの職員育成への協力を得ていきます。 

●感染症対策に限らず，職員が受講しやすい環境を実現するため，オンライン受講，ＤＶＤの

活用，音声文字化システム等を併用するとともに，職員の手話等のコミュニケーション方法の

習得について支援方法を研究します。 

●庁内講師育成について引き続き研究します。 

２ 令和3年度研修計画重点事項
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令和3年度法務能力開発体系図

対 象 職種 研修名 日数 予定時期 研修内容
必修対象

＆ 希望者 保育職除く 1日 ７月

対象者

変更
＆ 事務・技術・保健 1日 7月28日

新 ＆ 希望者 事務・技術・保健 2日
７月15日

７月16日

対象者

変更
＆ 希望者 事務・技術・保健 半日 ７月～８月

対象者

変更
＆ 希望者 事務・技術・保健 半日 ７月～８月

新 ＆ 希望者 事務・技術・保健
半日×

2回
11月

事務・技術・保健
半日×

2回
11月～12月

新 事務・技術・保健 半日 10月～11月

新 事務・技術・保健 半日 11月

全職種 1時間 10月

全職種 1時間 ４月

(※)採用８年目を必修対象とするのは，令和３年度のみ

新任職員研修（前期）

採用1年目
新任職員研修（後期） ・公務員倫理（主に地方公務員法の第3章6節服務）

・芦屋市の組織・勤務条件・服務（地方公務員法）

採用2年目

法務基礎研修 ・民法，行政法の知識習得

階層別研修

係長級

（実務担当者）

法務特別セミナー

法務実務セミナー

・政策法務，解釈運用法務，立法法務，行政手法と法制執務，

訴訟法務のポイント

・自治体における政策法務のプロセス

・法的な考え方，法の解釈適用

・政策法務能力向上，条例制定改廃の事例に基づく法務実務

法令の読み方・考え方研修

（基礎編）
・法令を正確に理解するために必要となる一定の法的な知識と技術

・行政指導・通知・勧告及び命令・罰則の違い

地方自治法研修採用3年目 ・地方自治の根幹を定める地方自治法の概要

法令の読み方・考え方研修

（応用編）
・法の解釈方法，行政代執行法等の解釈

採用4年目

地方公務員法研修
・地方公務員の任用制度，地方公務員の権利，義務及び責任といった地

方公務員法の基本事項

採用7年目

採用

6年目

採用5年目

採用

8年目(※)

法務研修
・行政法令，行政活動，行政処分と行政指導，国家賠償法等の事例検討

・拒否処分・不利益処分等の違い

・地方自治法（議会制度）
新任係長

法務入門研修 ・法の体系，法の種類，条例・規則・要綱・要領の違い，法の仕組

・地方自治法（行政組織）
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（１） 一般研修（階層別研修） 
★は働き方改革関連研修 (※)年略。4月～12月：令和３年，1月～3月：令和４年 

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※)

1 

新任職員研修 

（前期）

採用1年目 

職員

芦屋市職員として，芦屋市への理

解と思いを深める。また，社会人

としての基本的な心構えと行動を

習得し，職場に円滑に適応させる。

5日 4月1日 

～７日

２ 
文書管理システム 

研修 

採用1年目 

職員 

文書管理システムの基本的な操作

方法を習得する。 

半日 4月８日 

3 

新任職員研修 

（後期）

採用1年目 

職員

芦屋市職員としての基本姿勢を再

確認し，自治体職員に必要な知識

を深める。

３～4日 10月

４ 

地域との 

パートナーシップ 

研修 

※市民参画課共催 

採用5年目 

事務・技術 

職員  

実際に地域に出て，地域住民とと

もに活動を行うことで，現場で即

座に状況を判断し，臨機応変に対

応する力や，率先的に行動する力

の向上を図る。 

未定 年度内 

５ 
政策形成能力向上

研修 

採用９年目 

事務・技術・

保健職員 

行政の重要な政策課題について，

政策提案を行うことにより，政策

形成能力の向上を図る。 

1日 年度内 

６ 

防災士養成講座 採用１０年

目 

職員 

市民と市職員が共に学び，防災に

ついての知識を習得することで，

災害が発生した際の災害対応能

力の向上を図る。 

３日 10月30日 

11月13日 

11月27日 

７ 

新任係長研修 令和３年度 

係長級昇任者 

職務遂行に必要な知識を習得し，

監督職としての自覚を促すととも

に，上司のサポートと部下へのフ

ォロワーシップ力の向上を図る。 

１日 5月 

８ 

地域との 

パートナーシップ 

研修 

※市民参画課共催 

令和３年度 

係長級昇任者 

実際に地域に出て，地域住民とと

もに活動を行うことで，地域にお

ける現状や課題を踏まえた政策形

成を行う必要性を理解するととも

に，地域との協働による仕事の進

め方を習得する。 

未定 年度内 

９ 議会の基本的な流

れとルール 

係長級職員 議会の基本的な流れや議会と行
政の関係について理解を深める。 

１時間程度 ７月～８月 

３ 研修プログラム



5

10 

新任課長研修 令和３年度 

課長級昇任者 

職務遂行に必要な知識を習得し，

管理職としての自覚を促すととも

に，リーダーシップ力及び組織マ

ネジメント力の向上を図る。 

半日×２回 5月 

11 

★課長研修 

「人事管理研修」 

・課長級職員 

・係長級昇任

６年目以上 

勤務体制，時間外勤務，休暇取得

など，所属長に求められる人事管

理について理解を深める。 

半日 年度内 

12 

会計年度任用職員

研修 

会計年度任用

職員 

芦屋市職員としての基本的な心構

えと業務上必要な知識を習得す

る。 

半日 年度内 
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（２） 一般研修（階層別研修）【法務研修】 
(※)年略。4月～12月：令和３年，1月～3月：令和４年 

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※)

1 
法務入門研修 採用1年目 

事務・技術・

保健職員

法の体系，法の種類，条例・規則・

要綱・要領の違い，法の仕組の理

解する。

半日 11月 

２ 

地方公務員法研修 採用２年目 

事務・技術・

保健職員 

地方公務員の任用制度，地方公務

員の権利，義務及び責任といった

地方公務員法の基本事項を理解す

る。 

半日 10 月～11

月 

３ 

法務基礎研修 採用２年目 

事務・技術・

保健職員 

民法・行政法等の基礎を習得し，

職務を適切に遂行する能力を養

う。 

半日×２回 11 月～12

月 

４ 
地方自治法研修 採用３年目 

事務・技術・ 

保健職員  

地方自治の根幹を定める地方自

治法の概要について理解を深め

る。 

半日×２回 11月 

５ 

法令の読み方・考え

方研修（基礎編） 

採用４年目 

事務・技術・

保健職員 

法令の読み方・考え方を習得し，

政策条例化に必要となる法令解

釈能力，条例立案能力の向上を図

る。 

半日 7月～8月 

６ 

法令の読み方・考え

方研修（応用編） 

採用５年目 

事務・技術・

保健職員 

法令の読み方・考え方を習得し，

政策条例化に必要となる法令解

釈能力，条例立案能力の向上を図

る。 

半日 ７月～８月 

７ 

法務特別セミナー

（一般財団法人地方自

治研究機構との共催）

採用６年目

及び８年目 

事務・技術・

保健職員 

政策法務，解釈運用法務，立法法

務，行政手法と法制執務，訴訟法

務のポイント，自治体における政

策法務のプロセスについて学ぶ。 

２日 7月15日 

７月16日 

８ 

法務実務セミナー ・採用７年目

事務・技術・

保健職員 

・係長級（実

務担当者） 

行政手続について学び，条例制定

改廃事例，重要判例事例を研究す

ることで自治体法務能力の向上を

図る。 

１日 7月28日 

９

法務研修 令和３年度係

長級昇任者 

市の施策を法令に反映させるた

めに必要となる法務能力の向上

を図る。 

１日 7月 
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（３） 特別研修（専門研修） 
★は働き方改革関連研修      (※)年略。4月～12月：令和2年，1月～3月：令和3年

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※) 主催 

1 
人事評価制度研修 全職員 人事評価制度の基本原則や

制度の正しい理解を図る。 

半日 10月，1月 人事課 

２ 

キャリアデザイン

研修 

若手職員 子育て期や中高年期など，

職員個々がライフイベント

に応じた多様な働き方が選

択できるよう，キャリア形

成について考える。 

半日 未定 人事課 

３ 

★働き方改革研修 管理職 働きやすい職場づくりの実

践に向けて，働き方改革の

必要性や，管理職に求めら

れる組織マネジメントにつ

いて学ぶ。 

半日 ７月 人事課 

４

★働き方改革研修 一般職員 働き方改革をめぐる動きを

理解し，仕事の効率を高め

る実践的なスキルを学び，

効率的に業務を遂行するタ

イムマネジメント力の向上

を図る。  

半日 ７月 人事課 

５ 

OJTリーダー 

養成研修 

令和３年度

新任職員指

導担当者 

人材育成を担う役割の重要

性を理解し，具体的な指導

方法を身につける。 

半日 ５月 人事課 

６ 

メンター・メンティ

養成研修 

令和３年度

メンター・

メンティ 

メンターは，役割の重要性

を理解し，具体的な助言方

法を身につける。メンティ

はメンタリングに臨む心構

えを身につける。 

半日 ７月 人事課 

７ 

地方創生ＳＤＧs研

修 

全職員 行政の施策を進める上で，

ＳＤＧｓの考え方について

理解を深める。 

半日 未定 人事課 

政策推進課 

８ 

★デジタルツール

利活用・改善リーダ

ー育成ゼミ 

一般職員 エクセルやアクセス等アプ

リやツールも使って業務改

善を進めるため，実際の事

例を使い効果的な適用のス

テップも含めて体験し，実

践の場で活かす「改善リー

ダー」の育成を図る。 

半年

程度 

未定 人事課 

マネジメン

ト推進課 
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９ 

★特定事業主行動

計画・男女共同参画

推進研修 

全職員 子育てやワークライフバラ

ンス，男女共同参画の推進

に向けた意識改革を図り，

子育てしやすい職場環境・

サポート体制の実現を目指

す。 

半日 未定 人事課 

男女共同参

画推進課 

10 

コンプライアンス

研修 

全職員 「コンプライアンス・公務

員倫理」の正しい知識を身

につけることによって，健

全な自治体経営を継続する

意識を高める。 

半日 未定 人事課 

11 

ハラスメント防止 

研修 

全職員 ハラスメントの基礎知識を

学び，職員にとってのハラ

スメントの問題の意味とそ

の本質を正しく認識する。 

半日 未定 人事課 

12 

ハラスメント相談

員養成研修 

ハラスメン

ト相談員 

ハラスメント相談員の役割

を理解し，対応スキルを習

得する。 

半日 未定 人事課 

13 

ラインケア研修 管理・監督 

職員 

管理監督職が，メンタルヘ

ルスへの理解を深め，部下

がストレスを抱える要因を

把握し，組織として対処す

るための方法を習得する。 

半日 未定 人事課 

14 

セルフケア研修 全職員 ストレスチェック診断結果

の見方を理解し，健康で働

きやすい職場づくりについ

て考える。 

半日 未定 人事課 

15 

職員安全衛生研修 

（健康管理研修会） 

安全衛生 

委員会委員 

ほか希望者 

職場の安全及び健康を確保

するための意識を共有し，

各職場での安全衛生活動を

推進する。 

半日 未定 人事課 
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【担当部署実施研修】

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※) 主催 

１ 

危機管理研修 全職員 危機発生時の初動対応や日

常業務における事務処理ミ

スや不正の防止に向けて職

員意識の醸成を図る。 

1日 未定 市長室 

２ 

★データアカデミ

ー研修 

全職員 実践的な課題解決手法を学

び，データ利活用と政策立

案能力を向上させる。 

２～

３時

間 

未定 

（複数回実

施） 

マネジメン

ト推進課 

３ 

多様な主体との連

携推進研修 

正規職員 多様な主体との地域課題解

決に向けた検討やイベント

等の企画・運営を通じて，

本市の持つ強みや資源を把

握し，協働の手法を学ぶ。 

随時

募集 

未定 政策推進課 

地域福祉課 

４ 

個人番号（マイナン

バー）事務新任者研

修 

実務新任 

担当職員 

新規採用，異動等により，

新たにマイナンバー事務に

従事することとなった者の

マイナンバーに関するリテ

ラシーを高める。 

未定 5月 情報政策課 

５ 

情報セキュリティ 

研修 

管理職 

全職員 

情報システムに係るセキュ

リティの重要性及び果たす

べき役割を正しく理解す

る。 

１～

２時

間程

度 

未定 

（複数回 

実施） 

情報政策課 

６ 

情報セキュリティ 

内部監査人養成 

研修 

監査人とな

る職員 

情報システムに係るセキュ

リティ向上のため，内部監

査人を養成する。 

未定 未定 情報政策課 

７ 

ＧＩＳ研修 実務担当職

員 

新規採用，異動等により，

新たに業務でＧＩＳを使用

する者への操作研修を実施

し，スキルの向上を図る。 

２時

間程

度 

未定 情報政策課 

８ 

ＣＭＳ研修 （初級） 

新任職員 

（承認者） 

管理職 

ＣＭＳの操作研修 半日 10月 広報国際 

交流課 

９ 
広報研修 希望者 公務員に欠如する広報マイ

ンドの醸成を図る。 

１日 12月 広報国際 

交流課 

10 

窓口コンシェルジ

ュ研修 

全職員 職員自らが考え行動する

「窓口コンシェルジュ」と

しての市民対応力を学ぶ。 

２時

間程

度 

未定 お困りです

課 

11 

コミュニティ・デザ

イン研修 

各課１名以

上 

市民参画・協働が一層進む

中，各課において市民参

画・協働の取組を進めるに

当たり，気を付ける点など

事前に押さえておくべき内

容について学ぶ。 

未定 未定 市民参画課 
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12 
文書事務研修 全職員 公文書の作成方法について

学ぶ。 

半日 冬期 文書法制課 

13 

情報公開・個人情報 

保護研修 

全職員 公文書公開請求や個人情報

開示請求が出た場合に備え

て，知識を深める。 

半日 冬期 文書法制課 

14 
安全運転講習会 全職員 公用車両による交通事故の

防止を図る。 

1.5 

時間 

未定 用地管財課 

15 庁舎内防犯研修 

（消火・避難訓練） 

希望者 庁舎内における不審者・不

測事態対応 

２時

間 

未定 用地管財課 

16 

官製談合防止研修 全職員 職員自身が官製談合に関与

することのないように，職

員の法令遵守の徹底及び意

識の向上を図る。 

1時

間程

度 

10月 契約検査課 

17 

人権研修 全職員 

行政職員として必要とされ

る人権についての理解と認

識を深め，人権感覚・人権

意識の高揚を図る。 

半日 未定 

（複数回 

実施） 

人権・男女共

生課 

上宮川文化 

センター 

18 
人権講演会 全職員 半日 ７月３日 人権・男女共

生課 

19 

日々の生活と人権 

を考える集い 

202１ 

希望者 半日 11月28

日 

芦屋市 

芦屋市教育

委員会 

20 

芦屋市人権教育 

推進協議会 

定期総会・ 

記念講演会 

希望者 半日 5月20日 芦屋市人権

教育推進協

議会 

21 

芦屋市人権教育 

推進協議会 

夏期研修会 

希望者 半日 未定 芦屋市人権

教育推進協

議会 

22 

芦屋市人権教育推

進協議会研究大会

全体会 

希望者 半日 未定 芦屋市 

芦屋市教育 

委員会 

芦屋市人権

教育推進協

議会 

23 

芦屋市人権教育推

進協議会研究大会

分科会 

希望者 半日 1月13日 芦屋市人権教

育推進協議会 
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24 

環境マネジメント 

システム研修 

エコリーダ

ー 

全職員 

身近な環境問題（地球温暖

化，節電・省エネ）と芦屋

市の環境マネジメントシス

テムを理解し，芦屋市環境

理念の実現に向けての取り

組みを推進する。 

２時

間程

度 

6月・10月 

（年2回） 

環境課 

25 

手話研修 全職員 「芦屋市心がつながる手話

言語条例」が施行されたこ

とを受け，職員の手話によ

るコミュニケーション能力

の向上を目指す。 

１時

間程

度 

未定 障がい福祉

課 

26 

障がいのある人へ

の合理的配慮につ

いて 

市職員 「障がいを理由とする差別

のない誰もが共に暮らせる

まち条例」が施行されたこ

とを受け，合理的配慮とは

どういうことか理解する。 

２時

間 

秋（９月頃） 障がい福祉

課 

27 

読み書き（代読・代

筆）情報支援員養成

研修 

全職員 視覚に障がいのある人や高

齢者等へ，日常生活におい

て読み書きの支援を行うこ

とで円滑に情報を取得・利

用し，意思表示や意思疎通

が図れるよう支援員を養成

する。 

半日

程度 

１２月頃 障がい福祉

課 

28 

児童虐待防止推進

支援者研修会 

全職員 

関係機関 

子どもに関わる機関および

窓口業務をしている職員等

が児童虐待を早期発見でき

るようにする。 

２時

間 

11月 子育て推進

課 

29 

自殺予防対策研修 全職員 自殺のリスクのある方から

の相談への対応方法を周知

し，誰もが一定の対応をと

れるようにすることで自殺

予防へとつなげる。 

半日 ２月～３月

頃 

健康課 

30 

自転車運転者の 

「ルール」と 

「マナー」 

全職員 自転車事故が増加するな

か，職員に自転車運転者と

しての責任を自覚させる。 

半日 ４月後半頃 建設総務課 

31 

子ども見守り巡回

パトロール 

新任職員， 

実施者証更

新対象者， 

希望者 

子ども見守り巡回パトロー

ルの実施に際して必要なパ

トロール実施者証を取得・

更新する。 

１時

間 

10月 建設総務課 
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32 

犯罪被害者等支援

研修 

全職員 犯罪被害者について理解し

日常業務における支援を考

える。 

2時

間程

度 

犯罪被害者

週間に実施

(11月25日

～12月1日)

建設総務課 

33 

災害時対応研修 全職員 災害時にとるべき行動等に

ついて学び，対応力の向上

を図る。 

半日 

～ 

1日 

未定 防災安全課 

人事課 

34 

事務説明会 

（会計，財務，契約

事務 等） 

全職員 各部課に共通する日常業務

について理解し，業務の効

率化を図る。 

半日 

～ 

1日 

未定 事務担当課 

【職種別研修】 

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※) 主催 

１ 
芦屋市職員研究発

表会 

全職員 技術職員の技術力向上，知

識の蓄積及び継承を図る。 

半日 1月 都市建設部 

上下水道部 

２ 

現業職場視察研修 技能労務職 先進的な事業について現業

職員自ら調査を行い，事業

を視察し，その事例を学ぶ。 

・他自治体職場視察 

・他企業職場視察 

・展示会出席 など 

１～

２日 

年度内 人事課 

教職員課 

３ 

学校給食調理従事

職員研修 

学校給食調

理従事職員

（調理職・

栄養職・栄

養教諭） 

料理人から調理方法等を学

ぶことで調理職員，栄養職

員の技能の向上及び学校給

食のメニューの充実を図

る。 

１日 ７月～８月 教職員課 

学校教育課 
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（４） 職場研修 
(※)年略。4月～12月：令和３年，1月～3月：令和４年

No. 研修名 対象者 目的 期間 予定時期(※)

１ 

職場人権研修 全職員 人権尊重の視点に立って職務に取り

組むため，職場単位での人権研修を通

して，豊かな人権感覚を身につける。 

各所属

ごとに

設定 

2月までに 

実施 

（５） 派遣研修 
(※)年略。4月～12月：令和３年，1月～3月：令和４年

No. 派遣先 研修名 対象者 期間 予定時期(※)

１ 

東京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会組

織委員会 

民間派遣研修 係長以

下の職

員 

２ 年 ６

ヶ月 

平成31年4月1日～

令和３年9月30日 

2 
総務省 総務省自治実務研修 事務職 1年 4月1日～3月31日 

3 
兵庫県市町振興

課 

市町職員の行財政事務職場研修 事務職 1年 4月1日～3月31日 

4 
自治大学校 第3部課程 課長級 

職員 

1ヶ月 7月13日～8月6日 

5 
国土交通大学校 開催案内により選択 担当職

員 

開催案内による 

6 
全国建設研修 

センター 

開催案内により選択 担当職

員 

開催案内による 

7 

人事院 

近畿事務局 

女性職員キャリアアップ研修 女性係

長 

級職員 

３日 １月～２月 

8 
市町村職員 

中央研修所 

特別課程 

（2科目）より選択 

希望者 2日 4月～1月 

9 
専門実務課程 

（６０科目）より選択 

希望者 3日 

～11日 

4月～3月 

10 ｅ-ラーニング 希望者 開催案内による 

11 

全国市町村 

国際文化研修所 

（海外） 

海外研修（欧州） 

持続可能なまちづくり 

希望者 14日 ８月 

12 
全国市町村 

国際文化研修所 

国際文化研修 

（20科目）より選択 

希望者 2日 

～44日 

5月～2月 
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13 
 公共政策技法研修 

（4科目）より選択 

希望者 3日 5月～2月 

14 
政策・実務研修 

（73科目）より選択 

希望者 2日 

～17日 

4月～3月 

15 
幹部職員等研修 

（4科目）より選択 

希望者 2日 

～5日 

7～11月 

16 

兵庫県 

自治研修所 

公務員倫理指導者養成研修 係長級

職員以

上 

3日 未定 

17 外部人材から学ぶ発想力・行動力向

上研修 

中堅職

員 

１日 未定 

18 行政法研修 中堅職

員 

2日 未定 

19 民法研修 中堅職

員 

3日 未定 

20 若手職員研修 若手職

員 

２日 未定 

21 

女性リーダー育成研修 管理職

及び監

督職に 

ある女

性職員 

２日 未定 

22 
兵庫県 

市町振興課 

開催案内による 担当職

員 

開催案内による 

23 
兵庫県 

災害対策課 

家屋被害認定士養成講習会 担当職

員 

開催案内による 

24 
兵庫県 

市町村振興協会 

パソコン研修 希望者 6～12月 

25 
（社） 

日本経営協会 

行政管理講座 担当職

員 

開催案内による 

26 

（財）兵庫県 

まちづくり 

技術センター 

開催案内による 担当職

員 

開催案内による 

27 

地方公共団体 

情報システム 

機構 

e-ラーニング情報セキュリティ 全職員 
※新任職員

(事務・技術 

職等)は 

原則受講

6～12月 

28 

（福）全国社会 

福祉協議会 

中央福祉学院 

社会福祉主事資格認定通信課程 

（スクーリングあり） 

福祉部 

職員 

開催案内による 
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（６） 自己啓発 

① 職員自主研究グループへの助成 

助 成 の ね ら い 
職員の行政課題への取組みと自己啓発を促進するために，自発的に結成した職員の

自主研究グループに対し助成する。 

助 成 対 象 

原則５人以上の職員が勤務時間外に行う次の事項についての調査研究 

（１） 市の行政運営の効率化に関すること。 

（２） 新規施策として市政に反映しうる調査研究 

（３） 職務についての知識及び技能の習得又は向上に関すること。 

（４） 事務事業についての専門的研究 

（５） 職員の市行政についての理解を深めることに役立つ研究 

（６） その他行政全般について参考となる研究 

助 成 内 容 

（１） 助成限度額 １グループ 50,000円 

（２） 講師等の紹介・斡旋 

（３） 参考図書の貸出し 

そ の 他 詳細については，助成要綱を参照 

② 検定料助成 

助 成 の ね ら い 検定料の助成を行うことで，職員の自己啓発を促進する。 

助 成 対 象  職員が自発的に受験し，合格した検定試験 

助 成 内 容 検定料の50％を補助。ただし，15,000円を限度額とする。 

申 請 方 法 
所定の申請書に合格通知（写）と検定料金が分かる実施要領（写）等を添付 

し，人事課へ申請する。 

そ の 他 詳細については，実施要領を参照 

・ファイナンシャル・プランニング技能士 

・日商簿記検定 

・介護支援専門員 

・福祉住環境コーディネーター 

・実用英語技能検定 

・秘書技能検定 

・土木施工管理技士 

・空気調和・衛生工学会設備士 

・電気工事士 

・危険物取扱者 

・基本情報処理技術者 

・宅地建物取引士

今までに助成した資格・検定試験の例

・「データ活用，デジタル技術，デザイン思考で枠を外してワクワクする働き方研究会」 

英国政府の政策ラボで重要視されるツールである 3Ｄ（データ活用，デジタル技術，デザイン思考）を学

び，イノベーションを起こす（枠を外してワクワクする）行動に繋がる,職員の前向きな働き方を模索する。 

・「バリアフリー研究会」 

高齢者や障がい者の方が安心して生活できる福祉のまちづくりが行えるようバリアフリー等の知識向上 

による職務の技能向上を目指す。 

今までに助成した自主研究グループの例
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③ e ラーニングを利用した研修助成 

助 成 の ね ら い 研修助成を行うことで，職員の自己啓発を促進する。 

助 成 対 象   人事課が指定する講座の研修費用 

助 成 内 容 費用の50％を補助。ただし，15,000円を限度額とする。 

申 請 方 法 人事課に申請の上,講座終了後「修了証明書（写）」を添付して助成金の請求を行う。 

そ の 他  詳細については，実施要領を参照 

④ 通信教育講座助成 

助 成 の ね ら い 研修助成を行うことで，職員の自己啓発を促進する。 

助 成 対 象  人事課が指定する講座の研修費用 

助 成 内 容 費用の50％を補助。ただし，15,000円を限度額とする。 

申 請 方 法 人事課に申請の上,講座終了後「修了証明書（写）」を添付して助成金の請求を行う。 

そ の 他  詳細については，実施要領を参照 

⑤ 大学院社会人向けコース入学・科目履修生・聴講生の推薦制度 

制 度 の ね ら い 
職員の自己啓発を促進するために，本市と協定・覚書を締結している大学院に推薦

する。 

対 象 大 学 院 

（１） 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 

（２） 関西学院大学大学院司法研究科  

（３） 龍谷大学大学院 

（４） 甲南大学法科大学院 

申 請 方 法 庁内LAN等の募集要項を確認し，入学等を希望する職員は，人事課へ申請する。 

⑥ 勤続１０年勤務者に対する自主研修制度 

研 修 実 施 期 間 連続する３日間 

研 修 の ね ら い 

勤続10年に達する職員に対し，自主研修の期間を付与することにより，これまで

の自己を見つめ直すとともに，今後の能力及び資質の向上を図り，公務能率の向上に

寄与することを目的とする。 

対 象 者 勤続10年に達する一般職の職員 

助 成 内 容 研修費用及び旅費の一部を助成。ただし，15,000円を限度額とする。 

申 請 方 法 
希望者は取得時期の１月前までに「自主研修制度の取得申請書」により，人事課へ

申請する。 
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⑦ ライフプラン自主研修 

実 施 期 間 連続する３日間 

研 修 の ね ら い 

長期勤続者に対し，自主研修の期間を付与することにより，心身の活力の維持及び

増進を行い，生活設計,職務への意欲の喚起及び自己研鑽を図るとともに今後の公務能

率の向上に寄与することを目的とする。 

対 象 者 勤続30年に達する一般職の職員 

申 請 方 法 
希望者は取得時期の１月前までに「ライフプラン自主研修制度の取得申請書」によ

り，人事課へ申請する。 

⑧ 政策形成能力向上のための自主研修 

実 施 期 間 年度内において連続する５日以内 

研 修 の ね ら い 

政策形成能力向上のため自主的に研修を行う職員に対し，芦屋市職員の職務に専念

する義務の特例に関する条例第２条第１号により職務に専念する義務を免除するも

の。 

対 象 者 

政策形成能力向上のため自主的に研修を行う正規職員 

ただし，次の（１）～（４）に該当する職員は除く。 

(１)在職５年未満の場合 

(２)本制度で最後に職免を受けた日から１年を経過しない場合 

(３)職免により事務に支障をきたす場合 

(４)その他市長が職免を認めることが適当でないと認める場合 

申 請 方 法 職免を受けようとする職員は，必要な書類を添付し人事課へ提出する。 

報 告 研修が修了した日から２月以内に自主研修報告書を所属長を経て市長に提出する。 

研修成果の活用 
市長は，自主研修報告書を公表し，報告会を開催することができる。 

自主研修の成果は，市政に反映することができるものとする。 
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芦屋市職員研修計画策定委員会名簿（令和３年３月３１日現在）

所属 氏名 

企画部市長室 野田 周作 

総務部文書法制課 矢代 直也 

総務部課税課 橋本 雅子 

総務部債権管理課 芝田 勇生 

市民生活部人権・男女共生課 中川 弘之 

市民生活部収集事業課 五十嵐 知也 

福祉部生活援護課 山口 淳 

こども・健康部子育て推進課大東保育所 金岡 幸 

こども・健康部子育て推進課岩園保育所 三坂 里美 

都市建設部建築指導課 内藤 直規 

都市建設部建築課 荒木 太一 

都市建設部都市整備課 神足 雄太 

上下水道部下水道課 中田 恭平 

社会教育部生涯学習課 中嶌 健太 

潮見小学校 中村 登 

公平委員会事務局 濱田 真規子 

※ 芦屋市人材育成推進員から上記代表者により構成 

※ 総務部（財政担当）・都市建設部は，上記代表者のうち，委員会の回ごとに交代で出席 

事務局（令和３年3月３１日現在）

所属 氏名 

総務部人事課 船曵 純子 

総務部人事課 小林 明子 
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芦屋市人材育成推進員会議名簿（令和３年３月３１日現在） 

所属 氏名 

企画部マネジメント推進課 岡本 将太 

総務部人事課 中島 匠 

総務部財政課 吉田 典広 

市民生活部環境施設課 永田 佳嗣 

福祉部障がい福祉課 川原 聖貴 

こども・健康部子育て推進課 中井 紘子 

都市建設部防災安全課 山西 暁介 

上下水道部水道管理課 山根 和之 

消防本部総務課 村江 宏太 

学校教育部学校教育課 森 洋樹 

市議会事務局議事調査課 亀岡 学 

芦屋病院事務局総務課 高田 勢子 

※ 芦屋市人材育成推進員から上記代表者により構成 

事務局（令和３年3月３１日現在）

所属 氏名 

総務部人事課 船曵 純子 

総務部人事課 小林 明子 
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芦屋市人材育成推進員名簿（令和３年３月３１日現在）  

No. 部名 課名 職員氏名 

1 
企画部 

市長室 野田 周作 ◎ 

2 マネジメント推進課 岡本 将太 ◎ 

3 

総務部 

文書法制課 矢代 直也 ◎ 

4 人事課 中島 匠 ◎ 

5 契約検査課 小暮 千明 

6 

総務部（財政担当） 

財政課 吉田 典広 ◎ 

7 課税課 橋本 雅子 ◎ 

8 債権管理課 芝田 勇生 ◎ 

9 

市民生活部 

人権・男女共生課 中川 弘之 ◎ 

10 市民課 山崎 真須美 

11 地域経済振興課 大久保 瑞穂 

12 保険課 岩本 和加子 

13 環境課 岡本 祐子 

14 環境施設課 永田 佳嗣 ◎ 

15 収集事業課 五十嵐 知也 ◎ 

16 

福祉部 

監査指導課 市原 輝幸 

17 地域福祉課 亀岡 菜奈 

18 生活援護課 山口 淳 ◎ 

19 障がい福祉課 川原 聖貴 ◎ 

20 高齢介護課 坂手 克好 

21 
こども・健康部 

子育て推進課 中井 紘子 ◎ 

22 子育て推進課(大東保育所) 金岡 幸 ◎ 
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No. 部名 課名 職員氏名 

23 
こども・健康部 

子育て推進課(岩園保育所) 三坂 里美 ◎ 

24 健康課 内藤 志帆 

25 

都市建設部 

道路・公園課 小山 陽光 

26 街路樹課 宮島 悟 

27 防災安全課 山西 暁介 ◎ 

28 

都市建設部 

（都市計画・開発事業担当） 

建築指導課 内藤 直規 ◎ 

29 建築課 荒木 太一 ◎ 

30 都市整備課 神足 雄太 

31 上下水道部（下） 下水道課 中田 恭平 ◎ 

32 上下水道部（上） 水道管理課 山根 和之 ◎ 

33 消防本部 総務課 村江 宏太 ◎ 

34 管理部 教職員課 大野 裕司 

35 学校教育部 学校教育課 森 洋樹 ◎ 

36 

社会教育部 

生涯学習課 中嶌 健太 ◎ 

37 市民センター 松本 匡史 

38 青少年育成課 古川 雄一 

39 
学校園 

潮見小学校 中村 登 ◎ 

40 西山幼稚園 池田 睦美 

41 市議会事務局 議事調査課 亀岡 学 ◎ 

42 
会計管理者 

各種委員会事務局 
監査事務局 濱田 真規子 ◎ 

43 芦屋病院 芦屋病院事務局総務課 高田 勢子 ◎ 

※ ◎印は人材育成推進委員会議または研修計画策定委員会の代表者 


